
京都市国民健康保険条例の一部を改正する条例（平成２２年５月３１日京都

市条例第   号）（保健福祉局生活福祉部保険年金課） 

国民健康保険法施行令の一部改正等に伴い，次のとおり必要な措置を講

じることとしました。 

 １ 非自発的失業者の保険料の算定方法の特例 

やむを得ない理由により平成２１年３月３１日以降に離職した被保

険者について，平成２２年度以後の保険料に係る所得割額の算定及び当

該保険料の減額の基準となる所得の額の算定の基礎となる総所得金額

に，所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれているときは，

当該離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間の保険料に

係るこれらの算定においては，当該給与所得の額を，同条第２項の規定

により計算した金額の１００分の３０に相当する金額とすることとし

ました。 

２ 被用者保険の被保険者の被扶養者であった者の保険料の減額措置の

延長 

平成２０年度から，健康保険等の被用者保険の被保険者が後期高齢者

医療制度に移行したことにより，当該被保険者の被扶養者であった者が

新たに国民健康保険の被保険者となった場合（当該者が当該被保険者の

資格を取得した日において，６５歳以上である場合に限る。）の保険料

については，当該者が国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属

する月から２年を経過する月までの間に限り，減額する措置（以下「減

額措置」という。）を講じているが，平成２２年度以後の当該保険料に

ついては，当分の間，当該２年に限定せずに減額措置を実施することと

しました。 

この条例は，公布の日から施行することとしました。 

２



 京都市国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

平成２２年５月３１日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市条例第   号 

   京都市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 京都市国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 

 目次中「第２０条の２」を「第２０条の３」に改める。 

 第２条第４号中「附則第７条第３項」を「附則第１０条第１項」に改める。 

 第１２条第１項第７号中「この条及び第１７条の２において」を削る。 

第１７条第３項中「なくなった場合」の右に「及び国民健康保険法施行令

第２９条の７の２第１項に規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被

保険者等」という。）となった場合」を加え，「。以下同じ」を削る。 

第１７条の２第２項中「同項」を「地方税法第３１４条の２第１項」に改

め，「掲げる金額」の右に「（これらの金額の算定における同法第７０３条の

５第１項に規定する青色専従者給与額又は事業専従者控除額の取扱いにつ

いては，同項に規定する総所得金額の算定の例によるものとする。）」を加え，

「地方税法」を「同法」に改め，同条の次に次の１条を加える。 

（特例対象被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定等の特例） 

第１７条の３ 世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世

帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第１２条第１項並び

に前条第１項及び第２項の規定の適用については，第１２条第１項前段中

「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（特例対象被保

険者等の総所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含

まれている場合においては，当該給与所得については，同条第２項の規定

により計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。

２



以下この項において同じ。）」と，「同条第２項」とあるのは「地方税法第

３１４条の２第２項」と，前条第 1 項及び第２項中「総所得金額及び」と

あるのは「総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第２

８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合においては，当該給与

所得については，同条第２項の規定により計算した金額の１００分の３０

に相当する金額によるものとする。）及び」と，「おける同法」とあるのは

「おける地方税法」とする。 

 第４章中第２０条の２の次に次の 1 条を加える。 

（特例対象被保険者等に係る届出） 

第２０条の３ 世帯主は，自己又はその世帯に属する被保険者若しくは特定

同一世帯所属者のうちに，平成２１年３月３１日以降に雇用保険法第４条

第２項に規定する離職（以下「離職」という。）をしたことにより特例対

象被保険者等となった者があるときは，次に掲げる事項を記載した届出書

に，特例対象被保険者等であることを証する書類を添えて市長に提出しな

ければならない。 

  特例対象被保険者等の氏名 

  特例対象被保険者等が離職をした年月日及びその理由 

附則第４項を次のように改める。 

（公的年金等所得に係る保険料の減額の特例） 

４ 当分の間，世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が，前年中に所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢６５歳以上で

ある者に係るものに限る。）の控除を受けた場合における第１７条の２第

１項及び第２項の規定の適用については，同条第１項及び第２項中「総所

得金額及び」とあるのは「総所得金額（所得税法第３５条第３項に規定す



る公的年金等に係る所得については，同条第２項第１号の規定により計算

した金額から１５０，０００円を控除した金額によるものとする。）及び」

と，「おける同法」とあるのは「おける地方税法」とする。 

附則第６項各号列記以外の部分中「市長は」の右に「，当分の間」を加え，

「（資格取得日の属する月以後２年を経過する月までの間に限る。）」を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の京都市国民健康保険条例第１７条，第１７条の

３及び附則第６項の規定は，平成２２年度分の保険料から適用し，平成２

１年度分までの保険料については，なお従前の例による。 

（保健福祉局生活福祉部保険年金課） 


